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説

は
じ
め
に

論

訴
状
の
送
達
は
、
被
告
に
訴
訟
の
開
始
を
知
ら
せ
、
防
御
の
機
会
を
与
え
る
点
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
送
達
方
法
は
、
日

(
1
)
 

米
間
で
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
郵
便
に
よ
る
送
達
が
実
務
上
一
般
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

送
達
は
裁
判
所
の
職
権
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
「
職
権
送
達
主
義
」
を
採
用
し
て
お
り

民
訴
法
一
六

O
条
)
、
郵
便
に
よ
る
送
達
の
場
合

に
は
、
郵
便
業
務
従
事
者
が
送
達
吏
員
と
な
る

(
民
訴
法
一
六
二
条
二
項
)
。
と
り
わ
け
、
被
告
が
外
国
企
業
な
ど
で
あ
る
た
め
、
外
国
に

お
い
て
行
う
べ
き
送
達
は
、

そ
の
国
の
管
轄
官
庁
ま
た
は
そ
の
国
に
駐
在
す
る
日
本
の
大
使
、
公
使
も
し
く
は
領
事
に
嘱
託
す
る
方
法
が
原

が
得
ら
れ
る

と

を(
前民
提訴
と法
しー
て七
い七五

モ乙き

か
よ
う
な
方
法
で
送
達
す
る
た
め
に
は
、

ま
た
は
容
認

そ
の
国
の
協
力
(
国
際
的
司
法
共
助
)

則
と
さ
れ
て
お
り

(
3
)
 

一
方
、
米
国
に
お
い
て
も
、
郵
便
に
よ
る
送
達
が
実
務
上
一
般
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
は
、
わ
が
国
の
郵
便
に
よ
る

送
達
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
送
達
は
原
告
の
責
任
に
お
い
て
行
う
と
い
う
「
当
事
者
送
達
主
義
」
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、

(
4
)
 

後
述
の
よ
う
に
、
原
告
が
自
ら
訴
状
を
郵
送
し
た
り
、
州
務
長
官
を
経
由
し
て
訴
状
を
郵
送
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
と

り
わ
け
注
目
す
べ
き
点
は
、
外
国
に
お
い
て
行
う
べ
き
送
達
の
た
め
に
も
、
郵
送
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
状
は
、

米
国
か
ら
直
接
に
外
国
の
被
告
に
郵
送
さ
れ
る
の
で
、

そ
の
国
の
協
力
ま
た
は
容
認
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
場
合
、
訴
状
は

英
語
で
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
翻
訳
が
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
郵
便
送
達
は
、
外
国
の
被
告
に

対
し
て
も
司
法
共
助
な
ど
を
経
な
い
で
行
わ
れ
る
「
直
接
郵
便
送
達
」

(
E
2
2
白
色
認

2
-
2
)
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

日
米
双
方
は
、
「
民
事
又
は
商
事
に
関
す
る
裁
判
上
及
び
裁
判
外
の
文
書
の
外
国
に
お
け
る
送
達
及
び
告
知
に
関
す
る
条
約
」

(
以
下
、
「
送
達
条
約
」
と
略
称
す
る
)

を
批
准
し
て
久
し
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
送
達
条
約
は
、

ハ
l
グ
国
際
私
法
会
議
の
草
案
に
も
と
づ
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き

一
九
六
五
年
一
一
月
一
五
日
に
作
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
米
国
は
一
九
六
七
年
八
月
二
四
日
に
批
准
し

(
一
九
六
九
年
二
月
一

O
日
発

効
)
、
日
本
は
一
九
七

O
年
五
月
二
八
日
に
批
准
し
て
い
る
(
一
九
七

O
年
七
月
二
七
日
発
効
)
。
し
た
が
っ
て
、
日
米
間
の
訴
状
の
送
達
は
、

こ
の
送
達
条
約
に
よ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
こ
の
送
達
条
約
は
、
文
書
の
名
あ
て
人
の
あ
て
先
が
明
ら
か
で
あ
る
限
り
、
外
国
に
お
い
て
行

う
べ
き
送
達
に
つ
い
て
常
に
適
用
さ
れ
(
一
条
)
、
名
あ
て
国
の
中
央
当
局
を
経
由
し
た
司
法
共
助
に
よ
る
送
達
方
法
を
原
則
と
し
て
い
る
(
一
一
一

条
)
。
し
か
し
、
送
達
条
約
は
、

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

わが国への直接郵便送達に関する米国判例の展開

(b) (判長

O 
条

こ
の
条
約
は
、
名
あ
て
国
が
拒
否
を
宣
言
し
な
い
限
り
、
次
の
権
能
の
行
使
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

外
国
に
い
る
者
に
対
し
て
直
接
に
裁
判
上
の
文
書
を
郵
送
す
る
権
限

嘱
託
国
の
裁
判
所
附
属
吏
、
官
吏
そ
の
他
権
限
の
あ
る
者
が
直
接
名
あ
て
国
の
裁
判
所
附
属
吏
、
官
吏
そ
の
他
権
限
の
あ
る
者
に
裁

判
上
の
文
書
の
送
達
又
は
告
知
を
行
わ
せ
る
権
能

を
行 (c)
わ
せ
る
権
能
」

裁
判
手
続
の
利
害
関
係
人
が
直
接
名
あ
て
国
の
裁
判
所
附
属
吏
、
官
吏
そ
の
他
権
限
の
あ
る
者
に
裁
判
上
の
文
書
の
送
達
又
は
告
知

わ
が
国
は
、
こ
の
一

O
条
川
号
お
よ
び
例
号
に
つ
い
て
は
拒
否
宣
言
を
行
っ
た
が
、
同
号
に
つ
い
て
は
拒
否
宣
言
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
一

O
条
例
号
が
米
国
法
に
よ
る
直
接
郵
便
送
達
を
含
む
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
は
拒
否
宣
言
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
日
本
へ
の

直
接
郵
便
送
達
が
有
効
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
一

O
条
例
号
が
直
接
郵
便
送
達
を
含
ま
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
が
拒
否
宣
言
を
行
っ
て

日
本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
が
無
効
と
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
米
国
の
判
例
学
説
に
お
い
て
行
わ
れ
て

い
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
米
国
の
判
例
学
説
は
、
す
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
一
部
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
十
分
と
は
言
い
が
た
い
。
特
に
最

近
の
紹
介
に
お
い
て
、
無
効
説
を
支
持
す
る
一
部
の
判
例
学
説
の
み
を
強
調
し
て
、
あ
た
か
も
米
国
民
お
い
て
は
無
効
説
が
有
力
で
あ
る
か

北法44(3・3)439



説

(5) 

の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
送
達
条
約
の
草
案
を
作
成
し
た
ハ

1
グ
国
際
私
法
会
議
の
特
別
委
員
会
{
一
九
八
九
年
)
に

言命

お
い
て
、
「
わ
が
国
が
第
一

O
条
同
に
つ
き
拒
否
宣
言
を
し
て
い
な
い
の
は
、
外
国
か
ら
裁
判
上
の
文
書
が
直
接
郵
送
さ
れ
て
き
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
主
権
侵
害
と
は
み
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
わ
が
国
に
お
い
て
も
訴

わ
が
国
と
し
て
は
、

訟
法
上
の
効
果
を
伴
う
有
効
な
送
達
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
ま
で
を
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
い
う
発
言
が
あ
り
、
こ
の
発
言
が

(
6
)
 

米
国
の
判
例
に
影
響
を
及
ぽ
す
か
の
よ
う
な
趣
旨
の
コ
メ
ン
ト
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
紹
介
は
、
米
国
か
ら
の
直
接
郵
便
送
達
を
受
け
取
っ
た
日
本
企
業
の
対
応
を
誤
ら
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
わ
が
国
の

政
府
が
今
か
ら
で
も
一

O
条
例
号
の
拒
否
宣
言
を
行
う
必
要
性
を
過
少
評
価
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
判
例
学
説
は
、
本

稿
が
対
象
と
す
る
一
九
九
一
年
ま
で
の
動
向
を
見
る
限
り
、
有
効
説
と
無
効
説
が
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
お
り
、

い
ず
れ
か
一
方
が
有
力
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

な
ぜ
米
国
か
ら
の
直
接
郵
便
送
達
が
減
少
し
な
い
の
か

ま
ず
問
題
の
背
景
と
し
て
、

を
考
察
す
る
。
次
に
一
九
七

0
年
代
か
ら
一
九
九
一
年
ま
で
の
米
国
判
例
の
展
闘
を
概
観
し
た
後
、
判
決
理
由
を
少
し
詳
細
に
分
析
し
て
み

づる
け。

た(最
ぃ工後
。に

以
上
。コ
考
察

も
と
っ
き

わ
が
国
が
一

O
条
例
号
の
拒
否
宣
言
を
行
う
こ
と
こ
そ
が
混
乱
回
避
の
道
で
あ
る
こ
と
を
結
論

*
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
四
年
度
の
北
海
道
大
学
教
育
研
究
学
内
特
別
経
費
に
よ
り
補
助
を
受
け
た
。

注
解
民
事
訴
訟
法
凶
』

(
l
)
斎
藤
秀
夫
他
編
『
〔
第
二
版
〕

(
一
九
八
四
)
九
二
七
頁
。

(2)
斎
藤
他
編
・
前
掲
注

(
1
)
二
二
八
頁
以
下
、
菊
井
H
村
松
・
前
掲
注

(
1〉

(
3
)
丸
山
英
二
『
入
門
ア
メ
リ
カ
法
』
(
一
九
九
O
)
六
八
頁
。 二

九
九
二

一
七

O
頁
、
菊
井
維
大
H

村
松
俊
夫
『
全
訂
民
事
訴
訟
法

I
〔
追
補
版
〕
』

九
六

O
頁
以
下
も
参
照
。

北法44(3・4)440



わが国への直接郵便送達に関する米国判例の展開

(
4
)
当
事
者
送
達
主
義
と
い
う
用
語
は
、
斎
藤
他
編
・
前
掲
注

(
1
)

一
六
一
頁
以
下
に
よ
っ
た
。
米
国
の
送
達
制
度
一
般
に
つ
い
て
は
、
丸
山
・

前
掲
注

(
3
)
六
人
頁
参
照
。
な
お
小
林
秀
之
『
製
造
物
責
任
訴
訟
』
(
一
九
九

O
)
一
五

O
頁
は
、
「
私
人
送
達
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
。

(5)
秋
田
量
正
「
外
国
被
告
へ
の
訴
状
直
接
郵
送
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
論
争
と
米
国
に
お
け
る
最
近
の
判
例
動
向
の
分
析
」
企
業
法
研
究
二
号
(
一

九
九

O
)
一
九
頁
以
下
、
特
に
一
一
一
頁
、
三
四
夏
、
三
浦
正
人
H

熊
谷
久
世
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
訴
訟
に
お
け
る
訴
状
の
国
外
へ
の
送
達
」
名

域
法
学
別
冊
・
柏
木
還
暦
記
念
(
一
九
九
二
六
六
一
頁
以
下
、
特
に
六
八
六
頁
、
斎
藤
善
人
「
日
米
聞
の
直
接
郵
送
送
達
に
つ
い
て
の
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
判
決
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
秋
田
法
学
二

O
号
(
一
九
九
一
一
一
)
一
八
二
頁
以
下
、
特
に
一
九
八
頁
。
逆
に
、
有
効
説
の
方

が
有
力
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、
小
林
・
前
掲
注

(
4
)

一
五
一
頁
。

(6)
原
優
「
私
法
の
国
際
的
統
一
運
動
i
一
九
八
九
年
の
展
開
」
国
際
商
事
法
務
一
七
巻
二
一
号
(
一
九
八
九
)
一
二
八
八
頁
、
秋
田
・
前
掲
注

(5)

三
五
頁
、
三
浦
H
熊
谷
・
前
掲
注

(
5
)
六
八
五
頁
以
下
。

(
7
)
送
達
条
約
全
般
に
つ
い
て
は
、
小
林
秀
之
「
国
際
司
法
共
助
」
浮
木
敬
郎
H

青
山
善
充
編
『
国
際
民
事
訴
訟
法
の
理
論
』
(
一
九
八
七
)
二
八

五
頁
以
下
、
高
桑
昭
「
渉
外
的
民
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
送
達
と
証
拠
調
」
法
曹
時
報
三
七
巻
四
号
(
一
九
八
五
)
一
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

問
題
の
背
景

一
口
に
米
国
法
に
よ
る
直
接
郵
便
送
達
と
い
っ
て
も
、
細
か
な
点
で
は
、
連
邦
お
よ
び
州
毎
に
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

わ
が
国
へ

の
直
接
郵
便
送
達
に
関
す
る
判
例
で
も
、
次
の
よ
う
に
様
々
な
直
接
郵
便
送
達
制
度
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
は
、
原
告
が
呼
出
状
お

よ
ぴ
訴
状
(
印

=
E
Eロ
的
回

E
S
E
-
)
Z
5
3
を
州
務
長
官

(
ω
R
R
S
ミ
0

同
盟
主
内
)
に
送
達
し
、
州
務
長
官
が
謄
本
を
被
告
に
郵
送
す
る
こ
と
を

(
8
)
 

ヴ
ア
ジ
ニ
ア
州
法
お
よ
び
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
は
、
原
告
が
呼
出
状
お
よ
び
訴
状

認
め
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

を
州
務
長
官
に
送
達
す
る
と
共
に
、
自
ら
謄
本
を
被
告
に
郵
送
す
る
こ
と
を
認
め
た
り
、
逆
に
原
告
が
自
ら
呼
出
状
お
よ
び
訴
状
を
被
告
に
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説

郵
送
す
る
と
共
に
、
謄
本
を
州
務
長
官
に
交
付
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
者
と
し
て
は
、

(
9
)
 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
あ
る
。
第
三
は
、
原
告
が
自
ら
呼
出
状
お
よ
び
訴
状
を
被
告
に
郵
送
す

フ
ロ
リ
ダ
州
法
お
よ
び

ア
イ
オ
ワ
州
法
が
あ
り
、
後
者
と
し
て
は
、

自命

ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
州
法
、
テ
キ

(
印
)

サ
ス
州
法
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
四
条
川
川
倒
も
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
直
接
郵
便
送
達
は
、
手
続
が
簡
単
で
あ
り
、
迅
速
か
つ
低
費
用
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
送
達
条
約
に

よ
っ
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
嘱
託
国

(
H
米
国
)
の
法
律
上
権
限
を
有
す
る
当
局
ま
た
は
裁
判
所
附
属
吏
か
ら
、
受
託
国
の
中
央
当

{
日
)

局
(
日
本
の
場
合
は
外
務
大
臣
)
に
対
し
、
条
約
の
様
式
に
合
致
し
た
要
請
書
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
一
一
一
条
一
項
)
。
ま
た
、
送

る
こ
と
だ
け
を
要
求
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
、

メ
リ
ラ
ン
ド
州
法
、

達
実
施
の
方
法
と
し
て
、
受
託
国
の
圏
内
法
に
よ
る
方
法
(
五
条
一
項
何
)
ま
た
は
受
託
国
の
法
律
に
反
し
な
い
特
別
の
方
法
(
五
条
一
項

川
)
を
選
択
し
た
場
合
、
中
央
当
局
は
送
達
文
書
を
受
託
国
の
公
用
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
要
請
で
き
る
が

(
立
)

常
に
日
本
語
に
よ
る
訳
文
の
添
付
を
要
請
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(
五
条
三
項
)
、
わ
が
国
は
、

そ
こ
で
、
結
論
的
に
は
、
わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
し
た
米
国
の
判
決
に
お
い
て
も
、
送
達
条
約
に
よ
っ
た
場
合
に
八

0
0

ド
ル
な
い
し
九

0
0
ド
ル
の
費
用
を
要
し
、

か
つ
文
書
の
翻
訳
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
実
際
上
不
都
合
で
あ
る
と
い
う
補
足
意
見
が
付
け
ら

れ
た
り
、

ま
た
、
被
告
の
日
本
企
業
が
条
約
に
よ
る
送
達
方
法
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
を
遅
延
さ
せ
た
と
し
て
、
罰
金
を
命
じ
る

(
日
)

(
た
だ
し
、
こ
の
判
決
は
、
控
訴
審
に
よ
り
破
棄
さ
れ
た
)
。
さ
ら
に
直
接
郵
便
送
達
は
、
州
法
お
よ
び
連

判
決
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る

邦
法
に
お
い
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
渉
外
事
件
の
経
験
が
乏
し
い
弁
護
士
は
、
条
約
の
存
在
自
体
を
認
識
し
て
い
な
い
恐
れ
が
あ

(U) 

る
と
一
一
言
わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
を
み
て
も
、
ほ
と
ん
ど
は
、

P

L
訴
訟
な
ど
の
不

(
日
)

法
行
為
訴
訟
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
原
告
は
事
故
の
被
害
者
な
ど
の
個
人
で
あ
る
た
め
、
適
切
な
弁
護
士
を
選
択
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
(
日
)

問
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
国
の
一
部
の
学
説
は
、
確
実
に
送
達
を
行
う
た
め
に
、
複
数
の
送
達
方
法
を
試
み
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
が
、

北法44(3-6)442
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説

ま
ず
、

わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
し
た
最
も
古
い
判
決
は
、

(
沼
)

一
九
七
三
年
の
ω
E
2
判
決
(
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
)

論

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
判
決
は
、
州
裁
判
所
に
よ
る
も
の
と
は
い
え
、

影
響
を
及
ぼ
し
た
。
た
だ
し
、

そ
の
後
の
他
州
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
裁
判
所
の
判
決
に
多
大
の

一
九
七

0
年
代
に
同
じ
く
わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
し
た
判
決
と
し
て
は
、
一
九
七
五
年
の

(

ω

)

(

鈎
)

百
円
円
判
決
(
フ
ロ
リ
ダ
南
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
お
よ
び
一
九
七
七
年
の

r
0
5
2
E
g
判
決
(
ニ
ュ

l
・
ジ
ャ

l
ジ
地
区
連
邦
裁
判
所
)
が

あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、

2
0
2
判
決
を
引
用
し
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
理
由
づ
け
を
行
っ
て
い
な
い
。

一
九
八

0
年
代
に
入
る
と
、

ω
F
C
2
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
判
決
が
次
々
と
下
さ
れ
て
い

(
幻
)

く
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
四
年
の
の
F
『

3
-
q
判
決
(
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
連
邦
裁
判
所
)
お
よ
び
者
色
町
宮
判
決
(
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
東
部
地
区

(

幻

)

(

お

)

連
邦
裁
判
所
)
、
一
九
八
五
年
の

N
5
5ロ
判
決
(
イ
リ
ノ
イ
北
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、
一
九
八
六
年
の
ピ
ヨ
ヨ
巾
判
決
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

(

刷

出

)

(

お

)

東
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、
一
九
八
七
年
の

Z
2
3
Z
判
決
(
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
中
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、

ωsacs-判
決
(
ペ
ン
シ
ル

(

お

)

(

幻

)

ヴ
7

ニ
ア
州
裁
判
所
)
お
よ
び
何
回
目
印

2
一
事
件
の
第
二
審
判
決
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
九
八
六
年
の

{
犯
)

∞
即
日
判
決
(
第
一
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
)
は
、

E
0
2
判
決
を
引
用
し
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
理
由
づ
け
を
行
っ
て
い

‘、、。

φ

叫
し

一
九
八

0
年
代
の
後
半
以
降
に
な
る
と
、
判
例
の
主
流
が
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
方
向
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
判
決

(m) 

が
増
え
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
八
年
の
∞

E
S
判
決
(
テ
キ
サ
ス
西
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、
一
九
八
九
年
の
国

2
5
5
E
判

(

ω

)

(

訂
)

決
(
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
地
区
連
邦
裁
判
所
)
お
よ
び
冨

4
2印
判
決
(
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
中
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、
一
九
九
一
年
の

(
明
記
)

E
円
々
判
決
(
ジ
ョ
ー
ジ
ア
北
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
八
八
年
の
寸
巴
コ
円
宵
判
決
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地

(

お

)

(

弘

)

区
連
邦
裁
判
所
)
は
、
そ
の
所
在
す
る
第
二
巡
回
区
の
判
例
が
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
し
て
い
る
こ
と
だ
け
を
理
一
白
に
挙
げ
て
い
る
し
、

(
お
)

一
九
八
九
年
の
百
円

FO-gロ
判
決
(
メ
リ
ラ
ン
ド
州
裁
判
所
)
は
、
判
例
が
全
く
分
か
れ
て
い
る
と
し
て
、
独
自
の
理
由
づ
け
を
試
み
て
い

さ
ら
に
、
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(
お
)

る
。
さ
ら
に
一
九
九
一
年
の
司
E
Z匂
判
決
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
)

は
、
ド
イ
ツ
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
し
た
同
州
裁
判
所

判
決
の
反
対
解
釈
に
よ
っ
て
い
る
。

次
に
、
わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
す
る
判
例
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
か
ら
始
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

(

幻

)

(

お

)

(

鈎

)

一
九
八
四
年
の
。

E
目
白
ロ
身
判
決
、
一
九
八
五
年
の
牢
百
三
号
判
決
お
よ
び
百
回
目
巾
当
事
件
の
第
一
審
判
決
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
裁
判

所
に
お
い
て
も
、

わが国への直接郵便送達に関する米国判例の展開

わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
す
る
判
決
が
続
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
五
年
の
富
。
ョ
ヨ
お
ロ

(

ω

)

(

日
出
)

判
決
(
ア
イ
オ
ワ
南
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、
一
九
八
六
年
の

2
与
吾
判
決
(
ミ
シ
シ
ッ
ピ
南
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、
一
九
八
七
年
の

(

必

)

(

川

町

)

-
J
S同
判
決
(
ミ
ズ

l
リ
東
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
お
よ
び

n
g司
令
判
決
(
メ
イ
ン
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、
一
九
八
九
年
の
玄
円

2
2。
ロ
判

(
H
H
)
 

決
(
フ
ロ
リ
ダ
北
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
お
よ
び
∞

E
E
Zロ
判
決
(
ア
l
カ
ン
ソ
l
西
部
地
区
連
邦
裁
判
所
お
よ
び
第
八
巡
回
区
連
邦
控

(

必

)

(

川

切

)

訴
裁
判
所
)
、
一
九
九

O
年
の
者
白
色

g
判
決
(
フ
ロ
リ
ダ
中
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、
一
九
九
一
年
の

2
2
5間
判
決
(
ヴ
ア
ジ
ニ
ア
西
部

(

灯

)

(

必

)

地
区
連
邦
裁
判
所
)
お
よ
び
河
白

B
判
決
(
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
東
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

E
C
R
判
決
を
下

(ω) 

し
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
一
九
八
八
年
の

E
E
E
判
決
が
現
れ
た
。
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
日
本
へ
の
直
接
郵
便
送

(
印
)

達
に
関
す
る
判
例
が
全
く
分
か
れ
て
い
る
と
し
つ
つ
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る
判
決
の
方
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
送
達
条
約
締
約
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
が
争
わ
れ
た
事
例
は
、

Z
白
tog--N4。『丹市「
ω
3
Z
呂
を
み
る
限
り
で
は
、
そ

そ
の
後
、

一
方
、

れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
ま
ず
ド
イ
ツ
へ
の
直
接
郵
便
送
達
が
争
わ
れ
た
事
件
を
九
件
抽
出
で
き
た
が
、
い
ず
れ
の
判
決
も
直
接
郵
便
送
達
を
無

(
日
)

効
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
八
一
年
の

c
z
gロ
判
決
(
ニ
ュ

l
・
ジ
ャ

1
ジ
州
裁
判
所
)
お
よ
び
句
。
Z
円
宮
判
決
(
カ
リ
フ
オ
ル

(

ロ

)

(

日

)

ニ
ア
州
裁
判
所
)
、
一
九
八
二
年
の
河
芯

E
R号
S
判
決
(
ミ
ズ

l
リ
西
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
お
よ
ぴ
宮
当
判
決
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁

(

弘

)

(

日

)

(

日

)

判
所
)
、
一
九
八
三
年
の
河
Z
m
a
判
決
(
ア
ラ
パ
マ
州
裁
判
所
)
お
よ
び
〈

2
Z
2
判
決
(
第
四
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
)
、
一
九
八
四

(

幻

)

(

犯

)

年
の
出
血
『
『
回
目
判
決
(
ル
イ
ジ
ア
ナ
中
部
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、
一
九
八
七
年
の
口
宮
市
官
。
=
判
決
(
ネ
ヴ
ァ
ダ
地
区
連
邦
裁
判
所
)
、
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四

わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
判
例

前
述
の
よ
う
に
、

3
0
2
判
決
は
、

わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
し
た
最
も
古
い
判
決
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
判
決
理
由
に

お
い
て
も
、
後
の
判
例
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
こ
で
、

そ
の
判
決
理
由
を
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、

E
C
2
判
決
は
、
送
達
条
約
の
目
的
を
考
察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
は
、

送
達
条
約
の
他
の
規
定
が

「
送
達
」

(凹
2
2
2
)
と
い
う
文
言
を
使
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

一
O
条
例
号
が
「
外
国
に
い
る
者
に
対
し
て
直
接
に
裁
判
上
の
文
書
を
郵
送
す
る
権

能
」
(
手
骨
片
町
内
仏
O

昌
吉
田
町
田

S
E
a
-
n
E
号門口同国内ロ昨日

σ可
吉
田

E
n
E
S
E
-回、去「巾円円
q
g
H
)巾「凹
O
ロ
印
印
可
。
白
色
)
と
規
定
し
て
い
る
点
を
強
調
す

わが国への直接郵便送達に関する米国判例の展開

る
が
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
「
条
約
の
目
的
全
体
の
考
察
に
よ
り
覆
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
裁
判
上
の
文
書
の
外
国
に
お
け
る

〔H
条
約
〕

送
達
を
規
律
の
対
象
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
〔
一

O
条
例
号
の
〕
『
外
国
に
い
る
者
に
対
し
て
直
接
に
裁
判
上
の
文
書
を
郵
送
す
る
権

能
』
と
い
う
規
定
は
、

も
し
送
達
の
た
め
の
文
書
の
送
付
に
関
係
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
無
駄
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
規
定
〔
H

一
O

条
例
号
〕
は
、
条
約
に
よ
り
設
け
ら
れ
た

的
が
他
の
送
達
方
法
の
利
用
に
伴
う
紛
争
を
防
止
す
る
た
め
の
送
達
方
法
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
も
、
送
達
の
有
効
な
証
明
が
な

『
中
央
当
局
』

の
利
用
に
対
す
る
代
替
手
段
の
一
つ
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
条
約
の
目

さ
れ
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
他
の
送
達
方
法
を
使
え
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
送
達
条
約
五
条
は
、
『
受
託
国
の
法
律

に
反
し
な
い
な
ら
ば
:
:
:
任
意
に
受
領
す
る
名
あ
て
人
へ
の
交
付
に
よ
っ
て
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
』

(
応
)

送
達
の
〕
送
達
報
告
書
は
、
こ
の
事
実
の
証
拠
で
あ
る
。
」
(
引
用
省
略
)

と
規
定
し
て
い
る
。
〔
直
接
郵
便

第
二
に
、

2
0
2
判
決
は
、
直
接
郵
便
送
達
を
規
定
し
た
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
四
条

ωと
送
達
条
約
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
、
米
国
の
立

法
者
意
思
を
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
四
条
川
は
、
一
九
六
三
年
一
月
一
一
一
日
に
公
布
さ
れ
、
同
年
七
月
一
日
に
発
効

し
た
。
被
告
は
、
送
達
条
約
一

O
条
例
号
が
直
接
郵
便
送
達
を
認
め
て
い
な
い
と
主
張
す
る
が
、
も
し
こ
の
主
張
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、

北法44(3・15)451



説

米
国
上
院
議
会
は
、

一
九
六
七
年
四
月
一
四
日
に
条
約
を
批
准
す
る
こ
と
に
よ
り
、

四
年
前
に
承
認
し
た
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
四
条
川
を
廃

論

し
か
し
、
「
米
国
上
院
議
会
は
、
送
達
条
約
一

O
条
例
号
を
承
認
す
る
に
あ
た
り
、
名
あ
て
国
が

拒
否
し
な
い
限
り
、
外
国
へ
の
訴
状
送
達
の
有
効
な
方
法
と
し
て
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
四
条
川
に
規
定
さ
れ
た
郵
便
送
達
を
維
持
す
る
つ

も
し
送
達
条
約
が
:
:
:
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
四
条
川
を
廃
止
す
る
の
で
あ

止
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

も
り
で
あ
っ
た
、
と
推
定
す
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

れ
ば
、
条
約
が
発
効
し
た
一
九
六
九
年
二
月
一

O
日
以
来
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
他
の
規
定
は
改
正
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四

(
侃
)

条

ωが
改
正
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
説
明
で
き
な
い
。
」

第
三
に
、

P
0
2
判
決
は
、
日
本
法
が
直
接
郵
便
送
達
を
認
め
て
い
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
郵
便
送
達
が
「
受
託
国
〔
H

日
本
〕
に
お

い
て
作
成
さ
れ
る
文
書
を
そ
の
国
の
領
域
内
に
い
る
者
に
送
達
若
し
く
は
告
知
す
る
た
め
そ
の
国
の
法
律
で
定
め
る
方
法
」
(
送
達
条
約
一

五
条
一
項
例
号
)
で
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
裁
判
記
録
に
よ
る
と
、
「
日
本
の
圏
内
法
は
、
外
国
か
ら
の
文
書
を
日
本
の
領
域
内
で
送
達

(
町
山
)

の
た
め
に
郵
送
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
送
達
条
約
一

O
条
例
号
の
拒
否
宣
言
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
」

以
上
の
理
由
に
よ
り
、

E
0
2
判
決
は
、
わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
が
、
こ
の
結
論
は
、
原
告
が
日
本
に
お
い
て
判
決

(
侃
)

の
承
認
執
行
を
求
め
る
際
に
、
日
本
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
付
け
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
被
告
は
、
郵
送
さ
れ
た
文

書
が
日
本
語
で
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
も
争
っ
て
い
る
が
、
自
白
色
判
決
は
、
こ
れ
を
送
達
条
約
の
問
題
と
は
せ
ず
、
現
実
の
通
知

(白

2
5
-
ロ。巴

2)
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
裁
判
記
録
に
よ
る
と
、
「
国
際
取
引
に
従
事
す
る
す
べ
て
の
日

本
企
業
は
、
外
国
企
業
と
の
取
引
に
関
す
る
通
信
を
英
語
で
行
っ
て
お
り
、
国
際
取
引
に
従
事
す
る
ほ
と
ん
ど
の
日
本
企
業
は
、
英
語
に
よ

る
連
絡
を
受
け
取
る
こ
と
に
慣
れ
て
お
り
、

か
つ
読
解
お
よ
び
翻
訳
の
部
門
を
置
い
て
い
る
。
」
現
に
、
本
件
の
訴
状
受
取
人
は
、
英
語
お

よ
び
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
郵
便
受
取
書
に
署
名
し
て
い
る
こ
と
、
被
告
企
業
も
、
米
国
に
お
け
る
販
売
促
進
の
た
め
に
、
英
語
で
印
刷

さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
使
用
を
認
め
て
い
る
こ
と
、
本
件
に
お
け
る
限
定
的
出
廷
令
官
巳
巳
阻
害

2
5ロ
2)
は
、
文
書
の
意
味
が
理
解
さ

北法44(3・16)452



れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
件
の
郵
便
送
達
は
適
正
手
続
に
も
条
約
の
文
言
ま
た
は
趣
旨
に
も
反
し
て
い
な
い
と
結
論
づ

(ω) 

け
て
い
る
。

日
本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
に
あ
た
り
、
様
々
な
理
由
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、

後
の
判
例
に
最
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
送
達
条
約
の
目
的
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
送
達
条
約
一

O
条
同
号
は
、
送
達
の

(
初
)

た
め
の
丈
書
の
送
付
に
関
係
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
無
駄
で
あ
っ
た
と
い
う
箇
所
は
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
判
決
文

(η) 

を
引
用
し
な
い
も
の
は
、
ω
F
0
2
判
決
の
ど
の
理
由
づ
け
を
支
持
し
た
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
米
国
の
立
法
者
意
思

以
上
の
よ
う
に
、

po包
判
決
は
、

お
よ
び
日
本
の
圏
内
法
に
関
す
る
部
分
は
、

そ
れ
ほ
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

わが国への直接郵便送達に関する米図判例の展開

こ
れ
に
対
し
て
、

z
n
z
z
g
判
決
は
、
独
自
の
理
由
づ
け
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、
米
国
の
判
例
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
、
お

が
暖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

よ
ぴ
一
九
八
九
年
の
ハ

l
グ
国
際
私
法
会
議
の
特
別
委
員
会
に
お
け
る
日
本
の
発
言
(
前
述
一
参
照
)

後
、
日
本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
容
認
す
る
理
由
と
し
て
、
次
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
山
日
本
は
、
送
達
条
約
を
批
准
す
る
に
あ
た
り
、

メ
リ
ラ
ン
ド
法
の
よ
う
な
州
法
は
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
四
条
川
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
凶
そ
の

後
、
日
本
は
、
送
達
条
約
一

O
条
例
号
が
日
本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
禁
止
し
て
い
な
い
と
い
う
多
数
の
連
邦
裁
判
所
判
決
を
知
ら
さ
れ
て

き
た
。

ω日
本
国
民
の
在
米
財
産
は
、
直
接
郵
便
送
達
に
も
と
づ
く
判
決
の
執
行
の
た
め
に
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
で
ろ
う
。
凶
日
本
は
、

〔
一
九
八
九
年
の
ハ

1
グ
国
際
私
法
会
議
の
特
別
委
員
会
に
お
け
る
〕
宣
言
に
よ
っ
て
、
自
国
の
裁
判
所
が
直
接
郵
便
送
達
を
不
適
法
と
す

(η) 

る
権
利
を
留
保
し
た
だ
け
で
あ
り
、
明
白
に
は
直
接
郵
便
送
達
の
効
力
を
否
定
し
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
百
円
}
豆
印
。
ロ
判
決
は
、
日

本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
理
由
を
、
日
本
側
の
態
度
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
由
づ
け
が
今
後
の
判
例
に
影
響
を
及

ぼ
す
か
否
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

北法44(3・17)453

と
こ
ろ
で
、
宝
。
巴
判
決
は
、
送
達
さ
れ
た
文
書
が
日
本
語
で
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
被
告
の
個
別
的
事
情
を
考
慮
し
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を
引
用
し
て
お
り
、
宮
市
『
巾
『
印
〈
・
〉
∞
目
。
印
。
。
弓
ニ
コ
回
目
吋
・

ωロ問者

-HOE・
5
0叶(。・
0
・。包・

5
∞
ゆ
)
は
、

Z
巾
豆
、
宮
『
丹
判
決
お
よ
び
〉
円

r
q目白ロロ

判
決
を
引
用
し
て
い
る
。

(
η
)
Z
F
門町三
M
O
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H
H
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選
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2
4
-
E
E印
5
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-
E斗
司

-
P
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・
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s・
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・
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g
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〈
・
巧
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ご
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-
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三
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ω
]
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司
ω
E
H
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司
・
品
目
。
・
品
。
A
H
(
同W
・
O
-
Z
・J
円・]戸市出∞∞)一∞
mw

ロ門目。〈包〈
-
E
C
ロ
品
目
冨
c
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(VO--FE一岨印一
ω
斗
〉
-

N
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AH-

印。斗(司印・
ω
E
U
問『]戸市
W

∞叶)・

回
目
周
回
目
。
ロ
円
四
戸
出
。
ロ
品
目
冨
o
g『
(vo--HN
∞
河
田
N

・
0
・。
ω
∞
‘
。
品
(
〕
(
己
的
(
い
同
市
山
∞
匂
)

五

わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
す
る
判
例

わが国への直接郵便送達に関する米国判例の展開

前
述
の
よ
う
に
、

わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
す
る
判
例
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
の
判
決
か
ら
始
ま
り
、

そ
の
後
、

玄
。
邑
包
括
ロ
判
決
な
ど
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
の
判
決
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
。
三
呂
自
身
判
決
は
、
送
達
条
約
一

O
条
例
号
に
い
う

J
S竺
と
い
う
文
言
が
法
技
術
的
な
意
味
に
お
け
る
送
達
を
含
む
の
か
否

か
に
つ
い
て
、
条
約
自
体
が
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
支
配
的
な
判
例
も
存
在
し
な
い
の
で
、
規
定
に
表
れ
た
条
約
当
事
者
の
意
思
お

よ
び
文
言
の
通
常
の
意
味
を
調
べ
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、

J
g円
と
い
う
文
言
の
通
常
の
意
味
(
。
三
宮
町
可
日

2
ロ
ヨ
問
)
は
、

4
5宮門
nz
。『

円『回ロ的自
F

ぺ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
送
達
条
約
の
他
の
す
べ
て
の
規
定
は
、
送
達
の
た
め
の
転
達
手
段
を
表
す
際
に
は
、

J
2三
2
3
と
い
う
文
言
を
使
っ
て
い
る
こ
と

(
た
と
え
ば
八
条
参
照
)
、

お
よ
び

J
S円
が
訴
状
の
送
達
を
含
む
と
い
う
よ
う
に
緩
や
か
に

解
す
る
な
ら
ば
、

も
っ
と
フ
ォ
ー
マ
ル
な
送
達
方
法
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
条
約
当
事
者
の
基
本
意
思
(
円
宮
『

E
E
B
S
E
E
R
E
え
吾
巾

宮
ユ
広
三
を
損
な
う
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
送
達
条
約
一

O
条
例
号
は
、
本
件
の
被
告
に
対
す
る
郵
便
送
達
を
許
さ
な
い
」
と
結
論
づ
け
て

北法44(3・19)455



説

(
九
)

い
る
。

自冷

続
い
て
、
同
州
市
百
三
号
判
決
は
、

O
E
B
自
身
判
決
を
支
持
し
つ
つ
、
自
ら
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ハ

l
グ
送
達
条
約
が
何
度
も

一
O
条
同
口
す
が

J
g
q
.
と
述
べ
て
い
る
点
を
見
る
と
、

一
O
条
例
号
は
、
法
的
な
意
味
で
の

J
q
i
2
3
を
必
要
と
し
な
い
通
知
や
法
律
文
書
の
単
な
る
転
達
の
よ
う
な
:
:
:
も
の
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
解

(
符
)

し
な
い
な
ら
ば
、
日
本
の
外
務
大
臣
の
〔
中
央
当
局
と
し
て
の
〕
役
割
は
、
ハ

l
グ
条
約
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
」

(
初
)

最
後
の
百
回
目
巾
垣
事
件
の
第
一
審
判
決
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
判
決
を
引
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
す
で
に
判
決
理
由
の
基
本
パ
タ
ー
ン
は

文
書
の
E

問
内
『
三
円
べ
に
言
及
し
な
が
ら
、

出
来
上
が
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、

一
O
条
例
号
に
い
う

d
g円
の
通
常
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
に
、
送
達
条
約
に
お

け
る

E
2
2
F円
べ
と
い
う
文
言
と

J
E
S
2
と
い
う
文
言
の
使
い
分
け
を
重
視
し
、
第
三
に
、
直
接
郵
便
送
達
は
、
送
達
条
約
の
通
常
の
送
達

方
法
を
無
意
味
に
し
て
し
ま
う
と
主
張
し
て
い
る
。

連
邦
裁
判
所
と
し
て
初
め
て
日
本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
し
た
玄
。
B
B
∞
g
判
決
は
、
こ
の
基
本
パ
タ
ー
ン
の
う
ち
、
主
に
最
初

の
二
つ
を
発
展
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
解
釈
の
出
発
点
は
、
「
法
律
の
文
言
そ
れ
自
体
」
(
門

Z
Z
Z
E唱
え

円宮市田
S
E丹市岡昨日巾
5
で
あ
る
。
反
対
の
趣
旨
の
立
法
者
意
思
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
通
常
は
、
文
言
こ
そ
が
決
定
的
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
立
法
者
が
あ
る
規
定
に
特
定
の
文
言
を
使
い
、
同
じ
法
律
の
他
の
規
定
に
そ
れ
を
使
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、

か
よ
う
な
区
別
は
、

般
に
、
「
意
図
的
か
つ
目
的
的
」

(
E
Z
E
Z
E一
々
自
己
主
与

g
巾
さ
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
最
後
に
、
立
法
者
が
衡
平
法
ま
た
は
コ
モ
ン
・

ロ
l
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
た
意
味
を
持
つ
文
言
を
使
っ
た
場
合
に
は
、
反
対
の
趣
旨
の
規
定
が
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
の
文
言
は
、
こ
の
よ
う

な
「
確
立
さ
れ
た
意
味
」

(
Z
Z
Z
Z
F
E
S
E口
百
四
)
を
有
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
送
達
条
約
に
お
い
て
も
、

一
O
条
例
号
が

代
替
的
な
送
達
方
法
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
起
草
者
は
、

J
2
5
2
3
と
い
う
文
言
を
使
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

一
O
条
例

号
が
直
接
郵
便
送
達
を
容
認
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
、

J
g円
と
い
う
文
言
の
明
白
な
意
味
に
反
し
、
送
達
条
約
に
規
定
さ
れ
た
他
の

北法44(3・20)456



(η) 

送
達
方
法
と
相
い
れ
な
い
送
達
方
法
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
室
。
呂
田
忠
ロ
判
決
の
理
由
づ
け
は
、

(

花

)

(

乃

)

(

印

刷

)

そ
の
後
、

2
5
8
判
決
、
ゎ
。
。
胃
『
判
決
お
よ
び

-vg巳
判
決
に
お
い
て
引
用
さ
れ

さ
ら
に
、
∞

g
g
gロ
事
件
の
第
二
審
判
決
は
、
「
法
律
の
文
一
言
そ
れ
自
体
」
に
よ
る
解
釈
お
よ
び
「
意
図
的
か
っ
目
的
的
」
な
文

(

飢

)

(

幻

)

(

m

∞)

言
の
使
い
分
け
の
部
分
だ
け
を
受
け
継
い
で
お
り
、
当

g
a
g
判
決
お
よ
び
ヨ
巾
豆
諸
判
決
は
、
こ
の

E
D
Z
g口
事
件
の
第
二
審
判
決
を

て
い
る
。

引
用
し
て
い
る
。

わが国への直接郵便送達に関する米国判例の展開

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
よ
る

E
S
E
判
決
は
、
送
達
条
約
一

O
条
例
号
に
関
す
る
日
本
の
解
釈
を
判
決
理
由

の
中
心
に
据
え
て
い
る
。
ま
ず
、
同
じ
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
よ
る

ω
Z
2
判
決
に
つ
い
て
は
、
裁
判
記
録
が
本
質
的
に
異
な
る
の

(
刷
出
)

で、

g
c
g
判
決
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
言
。
2
判
決
の
裁
判
記
録
に
よ
る
と
、
日
本
の
国
内
法
は
、
直
接
郵
便
送
達

を
容
認
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

ωロN
Z
E

判
決
の
裁
判
記
録
に
よ
る
と
、
全
く
反
対
の
結
論
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
は
、
弁

こ
れ
に
対
し
て
、

護
士
ま
た
は
私
人
が
訴
状
を
郵
便
で
送
達
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
。
郵
便
に
よ
り
訴
状
を
送
達
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、

書
類
が
入
っ
た
封
筒
の
外
側
に
「
特
別
送
達
」
の
ス
タ
ン
プ
を
押
す
し
、

こ
れ
を
裁
判
所
に
返
却
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
の
裁
判
所
職
員
と
し
て
行
動
す
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
が
米
国
の
郵
便
送
達
に
相
当
す
る

送
達
方
法
を
認
め
て
い
な
い
事
実
か
ら
、
「
日
本
が
一

O
条
例
号
を
拒
否
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
有
効
な
訴
状
送
達
の
方
法
と
し
て
、

日
本
が
一

O
条
川
号
お
よ
び
例
号
に
規
定
さ
れ
た
:
:
:
は

一
方
、
郵
便
配
達
人
は
、
送
達
証
書
に
交
付
の
事
実
を
記
載
し
、

書
留
郵
便
の
使
用
を
認
め
る
趣
旨
で
あ
っ
た
と
は
、

と
て
も
思
え
な
い
。
特
に
、

そ
う
言
え
る
。
む
し
ろ
日
本
は
、

(
お
)

一
O
条
例
号
が
訴
状
の
送
達
で
は
な
く
、
裁
判
上
の
文
書
の
転
達
だ
け
を
認
め
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
た
可
能
性
の
方
が
ず
っ
と
大
き
い
。
」

さ
ら
に
、
こ
の
解
釈
は
、
送
達
条
約
が
一
貫
し
て

J
巾
E
2
と
区
別
し
て

J
2三
2
2
に
言
及
し
て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
、

る
か
に
フ
ォ
ー
マ
ル
な
送
達
方
法
(
自

E
E
E
2巾
問
。
「
呂
田

-
g
a
2
0向田町「〈
-2)
を
拒
否
し
た
事
実
か
ら
も
、

北法44(3・21)457 

一
層
合
理
的
な

も
の
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
送
達
条
約
九
条
、

一
四
条
、

一
五
条
、

一
六
条
な
ど
で
あ
る
。
法
解
釈
の
原
則
に
よ
る
と
、
法
律
そ
の
他
の
立



説

法
に
お
け
る
文
書
は
、
通
常
の
意
味
合
。
回
目
。
ロ
国

E
o
E
E国
ミ

g
gロ
岡
田
開
)
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
使
用
さ
れ
た
文
言
は
す
べ
て
、

吾""a岡

あ
る
意
味
を
持
っ
て
い
て
、
有
効
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
送
達
条
約
一

O
条
例
号
の

J
o
お
白
色
ョ
と
い
う
文
言
が

J
。

凹巾『

2
3
を
意
味
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
原
則
の
い
ず
れ
に
も
反
す
る

O
E
Z
月

E
2
の
通
常
の
意
味
は
、

J
0
2
5巾
Z

Z

円。ロ〈巾〕

Bass-ロ丹市「
B
a
zミ
宮
田
号
三
百
包
窓
口
ョ
ま
た
は

E
S
E呂
田
同
門
戸
宮
守
山
、
自
白
-
-
R
Z慰
問
「
名
て
で
あ
っ
て
、

E件
。
印
巾
『
〈
べ
で
は
な

ぃ
。
そ
し
て
、
条
約
の
起
草
者
は
、

J
O
印
巾
ロ
己
ョ
と
い
う
文
言
と

J
巾
『
三
円
巾
。
『
℃

2
2
2
3
と
い
う
文
言
の
両
方
を
使
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

(
町
田
)

各
文
一
言
が
異
な
っ
た
意
味
と
機
能
を
有
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

(

幻

)

(

∞

∞

)

以
上
の
よ
う
な

ω
z
g
E
判
決
の
理
由
づ
け
は
、
∞

g
z
g
E
事
件
の
第
一
審
判
決
お
よ
び
宮
内

2
2
0ロ
判
決
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
一
二
つ
の
判
決
は
、

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
米
国
の
論
文
の
一
節
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
決
理
由
を
補
強
し
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
る
。
「
送
達
条
約
は
、
郵
便
送
達
の
問
題
を
扱
っ
て
お
ら
ず
、
訴
訟
開
始
後
の
裁
判
上
の
文
書
を
郵
送
す
る
権
利
を
扱
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
解
釈
は
、

む
し
ろ
非
論
理
的
な
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
送
達
条
約
は
、
訴
状
の
送
達
に
つ
い
て
、

か
な
り
慎
重
な
手
続
を
設
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
仮
に
当
該
規
定
〔
H

一
O
条
例
号
〕
が
単
な
る
郵
送
に
よ
っ
て
、
こ
の
手
続

(
鈎
)

を
免
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
し
た
ら
、
送
達
条
約
の
大
半
は
無
用
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
こ
れ
は
、

一ュ

l
ヨ
1
ク
州
裁
判

所
の
判
決
理
由
の
う
ち
、
第
三
の
パ
タ
ー
ン
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
接
郵
便
送
達
は
、
送
達
条
約
の
通
常
の

送
達
方
法
を
無
意
味
に
し
て
し
ま
う
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
の
三
つ
の
判
決
は
、
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
し
た
上
で
、

い
ず
れ
も
訴
え
却
下
の
申
立

(自己
5
ロ
件
。
任
回
昌
広
印
)
を
認
め
て
い
る
が
、

そ
の
後
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
は
、
訴
え
却
下
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
送
達
無
効

の
申
立
(
昌
三
5
ロ

g
o
E∞Z
2
2
R
m
)
だ
け
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、

一
部
の
判
決
で
は
、

そ
も
そ
も
送
達
無
効
の
申
立
だ
け
が
行
わ
れ
て

い
た
の
で
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
送
達
を
や
り
直
す
た
め
の
期
間
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ

北法44(3・22)458
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富
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0
『
n
p
a
H
ω
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目

見

'
U
N
O
m
山
a
N
H
O
(
冨
・

0
・
2
白
・

3
き
)
・
2
2
5
伺
〈
ベ
白
白
血
古
田
富
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円
。
『
〔
V
O
『
?
ゴ
ム
司
・
ω
z
u
司
由
。
N
唱
。
φ
⑦
(
巧
ロ
〈
白
・

5
2
)・

論

....L. 
/、

そ
の
他
の
締
約
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
に
関
す
る
判
例

前
述
の
よ
う
に
、

そ
の
他
の
締
約
国
の
う
ち
で
は
、

ド
イ
ツ
へ
の
直
接
郵
便
送
達
に
関
す
る
判
決
が
最
も
多
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
判

決
は
、

い
ず
れ
も
結
論
的
に
は
、
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
が
、
判
決
理
由
の
点
で
は
変
遷
が
あ
る
。

ま
ず
主
に
州
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
初
期
の
判
例
は
、
ド
イ
ツ
が
直
接
郵
便
送
達
に
つ
い
て
拒
否
宣
言
を
行
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
を

(
川
出
)

理
由
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
裁
判
所
に
よ
る
〈
2
Z
Z
判
決
は
、
送
達
条
約
と
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
優
劣
関
係
を
考
察

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
送
達
条
約
は
自
動
執
行
条
約
す
呈
l
巾

H
2
z
z認
可

g門
司
)
で
あ
り
、
連
邦
の
立
法
と
同
等
の
効
力
を
有
す
る
が
、

「
両
者
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
時
間
的
に
後
の
も
の
が
優
先
す
る
(
己
5
Z
R
2
5
5国
内

宮

巾

S
Z印
)
。
そ
し
て
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
四
条

川
が
一
九
六
三
年
七
月
一
日
に
発
効
し
た
の
に
対
し
て
、
ハ

l
グ
送
達
条
約
が
米
国
に
つ
い
て
発
効
し
た
の
は
、

(
幻
)

で
あ
る
か
ら
、
」
(
引
用
省
略
)
後
者
は
前
者
に
優
先
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ほ
ぽ
一
年
後
の
出
ミ
ユ
印
判
決
は
、
別
の
理
由
に
よ
っ
て
、
送
達
条
約
が
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
優
先
す
る
と
判
断
し
た
。

一
九
六
九
年
二
月
一

O
日

す
な
わ
ち
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
四
条
が
代
替
的
な
訴
状
送
達
の
方
法
を
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
送
達
条
約
は
、
締
約
国
間
に
お
け

北法44(3・24)460



る
国
外
送
達
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
ハ

l
グ
送
達
条
約
は
、
国
外
送
達
の
方
法
だ
け
に
関
係
す
る
点
で
特
別
で
あ
り
令
官
丘
町
内
)
、

(
m
m
)
 

連
邦
民
事
訴
訟
規
則
は
、
す
べ
て
の
状
況
を
扱
う
点
で
一
般
的
で
あ
る
(
岡
市
田
市
『
ろ
か
ら
、
」
前
者
は
後
者
に
優
先
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

川

田

)

(

釘

)

こ
の
回
出
『
三
回
判
決
は
、
そ
の
後
、
吋
兵
口
市
可
。
ロ
判
決
お
よ
び
円
、
可
岡
田
富
判
決
に
お
い
て
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

送
達
条
約
が
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
優
先
す
る
根
拠
は
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、

い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
が
直
接
郵
便
送
達
を
拒
否
し

わが国への直接郵便送達に関する米国判例の展開

て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
送
達
条
約
一

O
条
の
拒
否
宣
言
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
直
接
郵
便
送

達
の
拒
盃
で
あ
り
、
一

O
条
例
号
が
直
接
郵
便
送
達
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
判
決
理
由

に
よ
る
な
ら
ば
、
日
本
は
一

O
条
例
号
を
拒
否
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

(%) 

日
本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
に
関
す
る
判
決
が
ド
イ
ツ
へ
の
直
接
郵
便
送
達
に
関
す
る
判
決
を
引
用
し
た
例
と
し
て
は
、

zg判
決
を
引
用

(
川
町
)

し
た
苫
】
己
壱
判
決
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

ド
イ
ツ
判
決
の
執
行
に
関
連
し
て
、
米
国
内
に
お
け
る
郵
便
送
達
を
有
効
と
し
た
〉
与
え
田
自
由
判
決
は
、

日
本
へ
の

こ
れ
に
対
し
て
、

直
接
郵
便
送
達
に
関
す
る
判
決
に
お
い
て
、

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
本
件
で
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
の
た
め
に
、

ベ
ル
リ
ン
の

裁
判
所
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ド
イ
ツ
領
事
館
に
訴
状
が
送
付
さ
れ
、
領
事
館
か
ら
、
被
告
の
居
所
に
郵
便
送
達
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、

か
よ
う
な
送
達
方
法
が
送
達
条
約
一

O
条
同
号
に
よ
り
許
さ
れ
る
の
か
否
か
が
問
題
と
な

原
告
が
ド
イ
ツ
判
決
の
執
行
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

っ
た
。ま

ず
「
米
国
は
送
達
条
約
一

O
条
例
号
に
よ
る
z
吉
田

E
n
y
gロ
己
的
ョ
の
使
用
を
拒
否
し
な
か
っ
た
の
で
、
書
留
郵
便
に
よ
る
訴
状
の
送
達

は
、
送
達
条
約
に
よ
り
米
国
に
お
け
る
送
達
の
方
法
と
し
て
適
法
で
あ
る
。
」
次
に
「
一

O
条
例
号
に
お
け
る
E
日

g
竺
と
い
う
文
言
は
、

J
2
2
2プ
を
意
味
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、

3
0
2
判
決
な
ど
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
ハ

l
グ
送
達
条
約
を
解
釈
し
た
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た
と
え
ば
米
国
と
同
じ
く
、
送
達
条
約
の
締
約
国
で
あ
り
、

連
邦
裁
判
所
は
、

か
つ
一

O
条
例
号
に
よ
る
郵
便
送
達
を
拒
否
し
な
か
っ
た
日



説

本
の
被
告
に
対
す
る
郵
便
送
達
を
、
明
白
か
つ
一
貫
し
て
有
効
と
し
て
い
る
。
」
「
か
よ
う
な

〔
郵
便
〕
送
達
を
拒
否
し
て
い
な
い
他
の
締
約

論

国
の
被
告
に
対
し
て
行
わ
れ
た
郵
便
送
達
を
有
効
と
し
、
米
国
の
被
告
に
対
し
て
行
わ
れ
た
郵
便
送
達
を
無
効
と
す
る
な
ら
ば
、
国
外
送
達

(
犯
)

の
規
則
を
統
一
す
る
と
い
う
ハ

l
グ
送
達
条
約
の
目
的
は
損
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

以
上
の
よ
う
に
、
〉
呉
市
『
昌
吉
ロ
判
決
は
、

日
本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
判
例
を
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
米
国
か
ら
香
港
へ

の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
田
昌

2
判
決
は
、
日
本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
一
に
関
す
る
判
例
が
対
立
し
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
日
本
と
異
な
り
、
香
港
は
一

O
条
の
い
か
な
る
規
定
も
拒
否
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
明
ら
か
に
、
香
港
の
圏
内

(
川
目
)

法
は
郵
便
に
よ
る
訴
状
の
送
達
を
認
め
て
い
る
。
」
こ
の
判
決
は
、
同
じ
英
米
法
系
の
締
約
国
へ
の
郵
便
送
達
に
関
す
る
判
例
と
し
て
、
注

目
に
値
す
る
。

以
上
の
他
に
は
、
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
へ
の
直
接
郵
便
送
達
に
関
す
る
判
決
が
一
件
ず
つ
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
前
者
は
、
送

(
仙
川
)

達
条
約
一

O
条
例
号
が
直
接
郵
便
送
達
を
含
ま
な
い
と
し
て
、
富
。
呂
田
∞

g
判
決
な
ど
を
引
用
し
て
い
る
。
後
者
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
送

達
条
約
一

O
条
例
号
を
拒
否
し
て
い
な
い
以
上
、
直
接
郵
便
送
達
が
容
認
さ
れ
る
と
し
て
、
〉
呉
市
『
目
白
ロ
ロ
判
決
お
よ
び
∞

Z
2
判
決
を
引
用

(
削
)

し
て
い
る
。

(引

)
n
z
q
oロ
〈
・
当

h
w
O
F
-
R
E
5
ミ
no--
主
。
〉

N

与
三
・

2
(
ω
z
u
p
z
'
]
呂
∞
同
)
一
一
口
『
・
円
高
-E-n・司・

3
『
印
円
宮
〈
∞
巴
宮
ユ
C

『
(
U
2
3・H
斗吋

p-・
河
宮
『
・
回
目
印

-
E∞
(Q.
〉
3
・
ω
a
g
a
-
Z∞同)一宮内
E
E
gロ
〈
〈

o-rd司担問。ロ垣市『
F
〉
・
?
印
印

N
匂
∞
ロ
旬
開
)
・
叶

ω.
、弓(宅・

0.
玄
0

5
∞
NY

F04弓
〈
・
宮
山
花
『

5
F
m
玄
♀
2
2
雲市『
Z-
〉
・
。
・
主
m
w
Z
・
4
ω
N品叶
ωω
・吋

ω印
(ωEU・
C
・
5
∞
N
Y
E
2
2
〈
∞
門
FE--zp-SKFω0・
2
言。・

吋
∞
匂
(
〉
Z
-
H
m
w
∞
ω)
・

(
回
)
〈
。
『
『
巾
内
的
〈
・
司
目
的
与
え
除
問
『

2
r・。句、吋司
N

色町、吋
h
p
q吋印
1

日、
E
2
5
C『・同市山∞
ω)
・

(
m
m
)

出
向
ユ
ω
〈・回『
04司
E
ロ開
l

司巾『ユ回目ロ
ι
E
M同
門

Fg
ゎ
F
巾岡田

ω巾2
4
d
H
C
C

司
-

m

U

4

4

印-
4
4
4
1
4
4
∞(玄・
0
・「
m
F
H
m
v
∞品)
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(
川
出
)
叶
市
r
口
市
宵
『
o
=
z
m
F
〈
・
ρ
=
E
R
司
巾
『
ロ
ロ
回
巾
5
2
R
F
E
r
-
H
H
印
司
河
口
戸
、
吋
印
-
H
、
コ
(
0
・
Z
巾
〈
H
m
w
∞
叶
)

(
何
)
「
可
呂
田
口
印
門
巾
巾
-
n
o
『
匂
・
〈
司
巾
「
『
O回

Z
包
冨
巾
g
z
。
。
吋
?
斗
品
、
刊
司
・
ω
巴
司
司
ω
∞
山
Y

品
。
。
(
Z
・
0
・
0
E
O
H
ゆ
m
v
o
)

(
M
刊
)
「

cd〈
〈
・
∞
ミ
内
『
同
国
n
F
巾
室
。
門
口
『

g
垣
内
『

r-〉
の
よ
立
。
Z
J
円
・
ω
-
N
乱
斗
ω
ω
(
∞
喜

-
D・
5
∞
N
)
・

(
引
)
同

VE--e
〈
・
玄
O
口
同
『
円
}
同
町
内
口
広
門
戸
口
間
宮
白
円

E・
。
。
弓
J

印
。
印
Z
-
ベ
・
∞
-
N且

N
f
N
N
(
〉
・
ロ
-
H
O
岳
一
回
ゆ
ゆ
と
・

(
M
m
)

〉
内
w
m
『
自
国
ロ
ロ
〈
F
虫
、
戸
口
市
・
J
N
∞
∞
勺
N
巳
∞
ω
0
・
∞
ω
ゆ
∞
品
。
(
N
品
。
可
・
岡
市
w
∞
⑦
)
・

(
叩
)
国
M
W
V

よ
山
印
〈
・
開
〈
巾
『
向
。
、
吋
丘
四
-
U
F
O
口
市
n
o
-
-
F
E
・
'
ω
句
、
吋
的
・
目
N己

ω
N
印
・
ω
N
∞
(
Z
・
。
・
門
U

円
・
〉
百
万
・
]
石
川
W
C
)
・

(
即
)
出
E
E
2
2
・
E
円
・
〈
・
0
自
由
F
ω
-
z
-
n
・

0
『
〈
o
-
S
C
2
F
除
わ
喝
。
∞
∞
司
∞
=
3
5
J
可
、
吋
-
H
ω
∞
印
(
君
。
F
向
。
・
円
。
∞
∞
)
・

(
m
)
(
u
o
z
m
ロ
ロ
の
玄
(
U
¥
司
『
包
間
四
回
己
5
2
〈
・
の
巾
ロ
市
町
田
二
品
o
g
『
悼
の
O司
?
4
N
品
『
・
ω
E官
官

-
H
ω
め
品

(Z・
0
・
〉
-
P
H
C
∞
ω
)
・

わが国への直接郵便送達に関する米国判例の展開

七

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
米
国
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
判
例
と
無
効
と
す
る
判
例
が
対
立
し
て
い
る
。
前
者

は
、
送
達
条
約
八
五
体
の
目
的
が
国
外
送
達
に
関
す
る
規
則
の
確
立
に
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
一

O
条
例
号
が
送
達
に
関
係
し
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
無
意
味
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
、

d
g
q・
と
い
う
文
言
の
通
常
の
意
味
が
E
印
司

2-22
を

含
ま
な
い
こ
と
、
送
達
条
約
が
こ
れ
ら
の
用
語
を
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
、
送
達
条
約
の
目
的
が
も
っ
と
フ
ォ
ー
マ
ル
な
送
達
方
法
の
確
立

に
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
理
由
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
古
い
判
決
、
す
な
わ
ち

ωぎ
包
判
決
お
よ
び
ニ
ュ

l

ヨ
ー
ク
州
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、

そ
の
後
も
、
歩
み
寄
り
を
見
せ
て
い
な
い
。
ま
た
、

そ
の
他
の
締
約
国
へ
の
直
接

郵
便
送
達
に
関
す
る
判
例
は
、

わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
の
場
合
と
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
り
、

わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
に
関
す
る
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説

判
例
を
引
用
す
る
だ
け
で
あ
り
、
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
米
国
の
学
説
も
、
有
効
説
と
無
効
説
が
対
立
し
て
い
る
が
、
本
稿
に

(

叩

山

)

お
い
て
は
、
詳
細
に
取
り
上
げ
る
こ
と
を
断
念
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
わ
が
国
の
立
場
か
ら
、
米
国
の
判
例
を
批
判
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
判
例
は
、
送
達
条
約
の
文
言

論

の
通
常
の
意
味
、
文
脈
お
よ
び
条
約
の
目
的
な
ど
は
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
が
、
な
お
か
つ
規
定
の
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、
条

(
鵬
)

約
の
準
備
作
業
、
他
の
締
約
国
の
判
例
学
説
な
ど
も
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
日
本
法
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

ω
Z
2
判
決
お
よ
び

ωロ
E
E
判
決
の
い
ず
れ
も
が
疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

E
0
2
判
決
は
、

日
本
法
が
郵
便
送
達
を
認
め
て
い
る
と
す
る
が
、

そ
れ
は
日
本

圏
内
に
お
け
る
送
達
方
法
と
し
て
だ
け
で
あ
り
、
日
本
か
ら
外
国
へ
の
送
達
方
法
と
し
て
、
直
接
郵
便
送
達
を
認
め
て
い
な
い
以
上
、

ろ
外
国
か
ら
日
本
へ
の
直
接
郵
便
送
達
も
認
め
な
い
趣
旨
と
解
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
∞
ロ
N
E
E

判
決
は
、
米
国
法
の
郵
便
送
達

が
当
事
者
送
達
主
義
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
法
の
郵
便
送
達
が
職
権
送
達
主
義
に
も
と
づ
い
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
て

そ
も
そ
も
外
国
へ
の
送
達
方
法
と
し
て
、
わ
が
国
で
は
直
接
郵
便
送
達
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
点
に
着
目
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

い
る
が
、

一
方
、

ハ
1
グ
国
際
私
法
会
議
の
特
別
委
員
会
に
お
け
る
日
本
の
発
言
は
、

Z
R
Z
Z
S
判
決
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
米
国
の
判
例
に
影

響
を
及
ぽ
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
に
、
こ
の
発
言
に
も
と
づ
い
て
、
わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
し
た
判
決
は
、

一
件
も
見

も
し
米
国
の
判
例
に
影
響
を
及
ぽ
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
む
し
ろ
送
達
条
約
一

O
条
例
号
が
送
達
に
関
す

る
規
定
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
民
訴
法
一
七
五
条
に
よ
る
外
国
送
達
が
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
公
示
送
達
を
行
っ
た
場
合
の
単
な
る
通
知
(
民

当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

訴
法
一
七
九
条
二
項
)

の
よ
う
な
も
の
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
主
張
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
米
国
の
判
例

を
変
更
さ
せ
る
と
い
う
保
証
は
全
く
な
い
が
、

わ
が
国
が
送
達
条
約
一

O
条
同
号
の
拒
否
宣
言
を
行
わ
な
い
趣
旨
は
、

よ
り
鮮
明
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、

わ
が
国
の
解
釈
と
し
て
も
、
送
達
条
約
一

O
条
同
号
が
直
接
郵
便
送
達
を
含
む
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
わ
が
国
が
拒
否
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む
し



宣
言
を
行
わ
な
い
理
由
は
、
全
く
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
、

日
本
企
業
が
米
国
か
ら
の
直
接
郵
便
送
達
を
争
う
ケ

l
ス
は
、

Z
え

5E-
河
内
旬
。
『
門
巾
「
∞
百
円
巾
ヨ
に
掲
載
さ
れ
な
い
も
の
も
含
め
る
な
ら
ば
、

し
か
る
に
米
国
の
判
例
が

か
な
り
の
件
数
に
上
る
で
あ
ろ
う
。

対
立
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
被
告
の
日
本
企
業
は
、
直
接
郵
便
送
達
を
争
う
べ
き
か
否
か
と
い
う
苦
し
い
決
断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
も
前
述
の
よ
う
に
、
直
接
郵
便
送
達
を
争
っ
た
た
め
に
、
罰
金
を
命
じ
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
し
、

ま
た
仮
に
直
接
郵
便
送
達
が
無

効
と
さ
れ
て
も
、
原
告
は
送
達
を
や
り
直
す
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
郵
便
送
達
を
争
う
こ
と
は
、

い
た
ず
ら
に
訴

訟
を
遅
延
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
訴
訟
経
済
に
反
す
る
結
果
に
も
な
っ
て
い
る
。

以
上
に
よ
り
、
米
国
の
判
例
を
見
る
限
り
で
は
、

(
胤
)

わ
が
国
は
、
早
急
に
送
達
条
約
一

O
条
例
号
の
拒
否
宣
言
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

わが国への直接郵便送達に関する米国判例の展開

必
要
性
に
対
す
る
認
識
が
広
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。

(
即
)
わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
見
解
と
し
て
は
、
〉
『
富
山
門
『
吉
岡
・
2
ち
『
白
口
O
丹
市
(
工
)
一
戸
市
。
・
目
z
u
z
g
Z
2
0
)
一
司
・
回
宮

B
P
』『・

司
C
『
巾
回
開
口
∞
司
『
三
円
巾
。
同
司
『
。
円
巾
目
的
σ
可

U
F
『
巾
円
円
富
田
F
-
ロ
ロ
品
巾
『
号
。
出
血
肉
口
市
わ
D
E
〈巾ロ色。口同ロ品同町内〉ユF門戸町一FC(即)(UCロ円『C〈巾「印山、一

ω
巾ロ品〈・∞巾『〈同門
m
y
N
H

n
z
E
σ
R
E
E
F
-
m
2
・

2
寸

(
E
E
)
わ
が
国
へ
の
直
接
郵
便
送
達
を
無
効
と
す
る
見
解
と
し
て
は
、
。
g
同
)
巾
夕
日
告
「
田
口
C斥

3
3・
0
'
U
2
2
・
〉
=

【ロ丹市『喧『え巳
5
ロ
D

『〉『円
R
F
H
O
(
白)
D

『
与
巾
出
血
間
口
巾
∞
巾
『
三
円
巾
n
o
ロ
〈
2
2
0
ロ
-
U
O
巾
凹

ρ

∞巾口【ア

ζ
Eロ
ε
的
内
「
〈
ペ
ア
印
ω
〉
-
F
白
口
一
司
「
同
州
市
〈
∞
斗
吋

(
戸
市
町
∞
匂
)
一
〉
「
∞
白
叫
曲
『
『
田
仲
巾
-
-
=
丹
市
『
ロ
印
Z
C
口
問
一
回
巾
『
〈
同
門
市
。
『
で
『
。
円
巾
回
目
河
巾
円
。
=
2
-
百
四
円
『
巾
司
巾
門
ぽ
『
mw-

河
三
巾
目
。
『
わ
同
〈
ニ
句
『
0
2
x
E
「
巾
唱
X
F
円
}
戸
内
出
国
同
=
巾

(UCロ〈巾ロ己
D
ロ
C
口
同
F
m
∞
巾
「
〈
同
門
司
〉
σ
『
O
即
色
。
同
』
=
E
n
g
-
2
M
ι
間
山
同
門
「
国
』
巴
《
出
円
g
-
U
C
門
戸
田
昌
巾
ロ
門
的
百

(v-i-
。
『
ハ
U
C
E
B
巾
同
・
2
巳
富
民
円
相
『
帥
・
N
]
{

〈白ロ己巾『σ-Z』

C『↓『曲目出口担ECロ曲目F']{()斗]{(]{匂∞∞)

(
朋
)
奥
田
安
弘
「
園
内
裁
判
所
に
お
け
る
統
一
法
条
約
の
解
釈
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
六
巻
五
号
(
一
九
八
七
)
四
一
頁
以
下
、
同
『
国
際
取
引

法
の
理
論
』
(
一
九
九
二
)
一

O
三
頁
以
下
参
照
。

(
胤
)
拒
否
宣
言
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
送
達
条
約
一
二
条
二
項
参
照
。
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説

付
記

i
l
本
稿
の
概
要
は
、
す
で
に
「
直
接
郵
便
送
達
と
日
米
司
法
摩
擦
」

こ
で
は
実
務
家
へ
の
指
針
に
重
点
を
置
い
た
。

吾丘為

自問

国
際
商
事
法
務
一
二
巻
七
号

(
一
九
九
三
)
と
し
て
公
表
し
た
が
、
そ
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VII Conclusion 

“The Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial 

Documents in Civil or Commercial Matters" of 1965， of which Japan and U. 

S. both are Contracting States， established as ordinary method of service a 

judicial assistance， in which the authority of the State in which the 

documents originate shall forward to the Central Authority of the State 

addressed a request conforming to the Convention (Art. 3). Art. 10 of 

Convention states otherwise: 

“Provided the State of destination does not object， the present Convention 

shall not interfere with 

a) the freedom to send judicial documents， by postal channels， direct1y to 

persons abroad，.. 

American courts are much divided on the interpretation of Art. 10(a) 

some courts say that the direct mail service from U. S. to Japan is allowed， 
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because Japanese government does not object to Art. 1 O(a); other don 't agree， 

because Art. 10(a) allows the freedom to only “send"， but not “serve" by 

postal channels 

This paper is aimed to analyse the U. S. case law from various poins of 

view and to recommend that the Japanese government shall formaly object to 

Art. 10(a)， namely inform the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands 

of the opposition to the use of methods of transmission pursuant to Art. 10(a) 

(Art. 21). First， the direct mail service is more convenient than the formal 

method of the Convention， so that the American lawyers are not likely to 

abondon their own traditonal method. Second， there are so many American 

cases allowing the direct mail service to ]apan as ones of opposite position 

This trend is not changed very likely in future. Third， the American cases 

declare unanimously void the direct mail service to Germany， because this 

Contractiong State objects expressly Art. 10(a). If the Japanese government 

wants to reduce the disputes on the direct mail service from U. S.， it shall 

object formaly Art. 10(a) the same as Germany. 
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